
地域医療構想に係る厚生労働省通知について（報告） 

 

 標記の件について下記のとおり周知いたします。 

 

記 

 

１ 具体的対応方針の再検証等の期限について 

  （令和２年８月３１日付け医政発０８３１第３号 医政局長通知） 

 〇概要 

    「具体的対応方針の再検証等」の期限について、厚生労働省において検

討の上、改めて示すと通知したもの。 

 

２ 令和２年度における各地方厚生局健康福祉部医事課及び四国厚生支局健康

福祉課が行う厚生労働省医政局関係の業務について 

  （令和２年９月９日付け医政発０９０９第３号 医政局長通知） 

  〇概要 

    以下の業務について、各地方厚生局及び四国厚生支局が都道府県と連

携し、支援を行うと通知したもの。 

    ・地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関する業務 

    ・災害時における医療の確保の支援に関する業務 

    ・医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関する業務 

 

３ 医療機能の分化・連携に関する情報提供窓口の設置について 

  （令和２年１２月２５日付け事務連絡 医政局地域医療計画課） 

  〇概要 

    地域医療構想ついて、都道府県、市町村、特別区、医療機関関係者、地

域医療構想アドバイザーを対象とするメールによる相談窓口を設置した

と通知したもの。 

 

４ 令和２年度病床機能再編支援補助金の 国庫補助について 

  （令和３年１月２１日付け厚生労働省発医政０１２１第２号  

事務次官通知） 

  〇概要 

    令和２年度病床機能再編支援補助金の交付要綱を通知したもの。 

 

資料３ 














